
川口市は、罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務におけ
る特定個人情報ファイルの取扱いにあたり、特定個人情報ファイルの取扱
いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識
し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを低減させるた
めに十分な措置を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に
取り組んでいることを宣言する。

特記事項

6
川口市　罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関
する事務　基礎項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

特定個人情報保護評価書（基礎項目評価書）

評価書番号  評価書名

埼玉県川口市長

 公表日

 評価実施機関名

[令和６年10月　様式２]

  令和7年12月26日
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令和2年10月22日

Ⅰ関連情報－３個人番号の利
用－４情報提供ネットワークシ
ステムによる情報連携－②法
令上の根拠

災害対策基本法による被災者台帳の作成に関
する事務であって主務省令で定めるもの

災害対策基本法による罹災証明書の交付又は
被災者台帳の作成に関する事務であって主務
省令で定めるもの

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和2年10月22日
Ⅱしきい値判断項目－１対象
人数－いつ時点の計数か

平成27年4月1日 時点 令和2年4月1日時点 事後
しきい値判断の再実施による
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和2年10月22日
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の証明

川口市は、被災者台帳の作成に関する事務に
おける特定個人情報ファイルの取扱いにあた
り、（略）

川口市は、罹災証明書の交付又は被災者台帳
の作成に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いにあたり、（略）

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和2年10月22日

Ⅰ関連情報－１特定個人情報
ファイルを取り扱う事務－①事
務の名称

被災者台帳の作成に関する事務
罹災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関
する事務

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

評価書の様式変更であり、重
要な変更には該当しない

令和1年6月28日 Ⅳ リスク対策 新様式への変更 事後
評価書の様式変更であり、重
要な変更には該当しない

令和2年10月22日 評価書名
川口市　被災者台帳の作成に関する事務　基
礎項目評価書

川口市　罹災証明書の交付又は被災者台帳の
作成に関する事務　基礎項目評価書

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年10月18日

Ⅰ関連情報－４情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携－②法令上の根拠

　-
【別表第２における情報照会】　（追加）
番号法別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令第３０条

事後

人事異動による変更であり、
重要な変更には該当しない

平成30年11月15日

Ⅰ関連情報－５.評価実施機
関における担当部署－②所属
長の役職名

防災課長　田口　哲 防災課長 事後

根拠となる主務省令を追加記
載するという形式的な変更で
あり、重要な変更には該当し
ない

平成29年10月25日

Ⅰ関連情報－５.評価実施機
関における担当部署－②所属
長

防災課長　齋藤　和雄 防災課長　田口　哲 事後
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月26日
Ⅰ関連情報－３個人番号の利
用

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第９条第１項　別表第１　３６の２項
　災害対策基本法による罹災証明書の交付又
は被災者台帳の作成に関する事務であって主
務省令（※注）で定めるもの

※注…番号法別表第１の主務省令で定める事
務を定める命令第２８条

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律第９条第１項　別
表第55の項
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表の主務省令
で定める事務を定める命令第28条

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和7年12月26日

Ⅰ関連情報－１特定個人情報
ファイルを取り扱う事務－②事
務の概要

・罹災証明の発行依頼があった場合、被災者か
ら被災の状況を聞取り調査の上、被災者支援シ
ステムより、罹災証明書の発行を行う。

・罹災証明の発行依頼があった場合、被災者か
ら被災の状況を聞取り調査の上、被災者生活
再建支援システムより、罹災証明書の発行を行
う。

事後
システム名の変更という形式
的な変更であり、重要な変更
には該当しない

令和7年12月26日

Ⅰ関連情報－１特定個人情報
ファイルを取り扱う事務－③シ
ステムの名称

被災者支援システム 被災者生活再建支援システム 事後
システム名の変更という形式
的な変更であり、重要な変更
には該当しない

令和4年3月2日
Ⅰ関連情報－5.評価実施機関
における担当部署-①部署

川口市　危機管理部　防災課 川口市 危機管理部 危機管理課 事後
組織変更による変更であり、
重要な変更には該当しない

令和4年3月2日

Ⅰ関連情報－5.評価実施機関
における担当部署-②所属長
の役職名

防災課長 危機管理課長 事後
組織変更による変更であり、
重要な変更には該当しない

令和2年10月22日
Ⅱしきい値判断項目－２取扱
者数－いつ時点の計数か

平成27年4月1日 時点 令和2年4月1日時点 事後
しきい値判断の再実施による
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和4年3月2日

Ⅰ関連情報－４情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携－②法令上の根拠

【別表第２における情報提供】
・なし（本事務において、情報提供ネットワーク
システムによる情報提供は行わない）

【別表第２における情報照会】
・番号法第１９条第７号（略）

【別表第２における情報提供】
・なし（本事務において、情報提供ネットワーク
システムによる情報提供は行わない）

【別表第２における情報照会】
・番号法第１９条第８号（略）

事後
令和３年９月１日施行の番号
法改正に伴う号ずれにかかる
変更
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年12月26日
Ⅱしきい値判断項目－１対象
人数－いつ時点の計数か

令和2年4月1日　時点 令和7年4月1日　時点 事後
しきい値判断の再実施による
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和7年12月26日
Ⅱしきい値判断項目－２取扱
者数－いつ時点の計数か

令和2年4月1日　時点 令和7年4月1日　時点 事後
しきい値判断の再実施による
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和7年12月26日

Ⅰ関連情報－４情報提供ネッ
トワークシステムによる情報連
携－②法令上の根拠

【別表第２における情報提供】
・なし（本事務において、情報提供ネットワーク
システムによる情報提供は行わない）

【別表第２における情報照会】
・番号法第１９条第８号（別表第２の第１欄（情報
照会者）が「市町村長」のうち、第２欄（事務）「災
害対策基本法による被災者台帳の作成に関す
る事務であって主務省令で定めるもの」を処理
するために第３欄（情報提供者）に対し、第４欄
（特定個人情報）の提供を求めることができると
されている項）
・別表第２（第５６の２項）
・番号法別表第２の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令第３０条

【情報提供の根拠】
・なし（本事務において、情報提供ネットワーク
システムによる情報提供は行わない）

【情報照会の根拠】
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律第19条第8号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第2条別表第80の項

事後
番号法の変更に伴う事務名の
変更であり、重要な変更には
該当しない

令和7年12月26日
Ⅳリスク対策-8人手を介在さ
せる作業

項目追加及び以降の項目の番号ずれ 事後
評価書の様式変更であり、重
要な変更には該当しない

令和7年12月26日
Ⅳリスク対策-10最も優先度
が高いと考えられる対策

項目追加 事後
評価書の様式変更であり、重
要な変更には該当しない
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